


（単位：百万円）

注記事項
��平成��年�月末残高の計数は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第�条に規定する各債権のカテゴリーにより分類しております。
��平成��年�月末残高については、担保処分見込額の半期中の変動は勘案しておりません。
��平成��年�月末の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」および「危険債権」の金額は、同年�月末時点における債務者区分を前提とし、同年�月末から

�月末までに倒産、不渡り等の客観的な事実ならびに債権者区分の引上げ等があった債務者について、当庫の定める自己査定基準に基づき債務者区分の見直
しを行い、債務者区分の変更と認められる債務者の債権額を反映し、�月末時点の各々の債権残高の合計を記載しております。

��平成��年�月末の「要管理債権」の金額は、同年�月末時点における要管理債権を前提とし、同年�月末から�月末の間に正常先、要注意先の債務者に対す
る債権のうち�新たに�ヵ月以上延滞となった債権、�新たに貸出条件を緩和したことを確認している債権を反映し、「破産更生債権及びこれらに準ずる債
権」および「危険債権」に変更となった債権を減算し�月末時点の各々の債権残高を合計し記載しております。

※債権区分との関係
破産更生債権及びこれらに準ずる債権（実質破綻先、破綻先の債権）、危険債権（破綻懸念先）、要管理債権（要注意先のうち、利払いが�ヵ月以上延滞している
か、又貸出条件を緩和している貸出金）

注��「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由
により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

注��「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営
成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性
の高い債権です。

注��「要管理債権」とは、「�カ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する
貸出金をいいます。

注��「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破
産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をい
います。
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有価証券の状況
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平成��年�月末平成��年�月末
内容

残高残高

��その他有価証券非上場株式

時価のない有価証券の内容と貸借対照表計上額

注記事項
平成��年�月末の「評価差額」および「含み損益」は、平成��年�月末時点の帳簿価
額と時価との差額を計上しております。

財務諸表の分析と企業の将来性・成長性などを加味し、迅速な審査対応を行うと共に、
担保・個人保証に過度に依存しない商品、また、「多重債務問題改善プログラム」への
対応として、下記の商品を提供し推進を図っております。

平成��年�月末平成��年�月末

金額件数金額件数

����������企業活性化特別融資 「ヒット」

�,�������,������経営改善・発展融資 「はばたき」

��������びしん 「おまとめローン」

������レディースローン 「さくらさん」

平成��年�月末平成��年�月末

������業 務 純 益

������経 常 利 益

������当期純利益

（単位：百万円）

（単位：百万円）損益の状況
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預金・貸出金の状況
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供給・水道業

���������運輸・通信業

�,����,����,���
卸売業・小売
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貸出金の内訳 （単位：百万円）
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�������,������������,���満期保有目的の債券

地域密着型金融の機能強化

満期保有目的の債券で時価のあるもの

その他有価証券で、時価のあるもの



新ＢＩＳ規制（バーゼル� ）とは、� � � � 年� 月にバーゼル銀行監督委員会から最終案が公表された、金融機関の新しい自己資本比率規制のことです。バーゼル� は近年の
金融機関のリスク管理実務の進展や金融技術の高度化を踏まえ、金融機関の直面するリスクをより精緻に評価すると同時に、金融機関のリスク管理能力向上を促すこと

を目指しています。バーゼル� は� つの柱、すなわち、� 最低所要自己資本比率、� 金融機関の自己管理と監督上の検証、� 市場規律から成り立っています。

新しい自己資本比率規制（新� � � 規制・バーゼル I I）につ い て

  � 「第１の柱（最低所要自己資本比率）」

  第� の柱では最低所要自己資本比率を定めており、自己資本比率を算定するにあたり、分母となるリスクの計測を現行規制より精緻化するという点が最も大き
な特徴です。具体的には信用リスク（貸倒れリスク）の計測の精緻化に加え、オペレーショナル・リスク（事務事故や不正行為により金融機関が被るリスク）の

計測が新たに自己資本比率の算定に導入されました。

  � 「第� の柱（金融機関の自己管理と監督上の検証）」

  バーゼル� においては、銀行勘定の金利リスクや信用集中リスクなど第� の柱の対象となっていないリスクも含め、金融機関自らがリスクを適切に管理し、リス
クに見合う適正な自己資本を維持するという「自己管理型」のリスク管理と自己資本の充実の取り組みを期待すること、また当局は、各金融機関が自発的に創意

工夫をしたリスク管理の方法について検証・評価を行い、必要に応じて適切な監督上の措置を講ずること等が求められています。

  � 「第� の柱（市場規律）」

  バーゼル� においては、開示の充実を通じて市場規律の実効性を高めることとされ、自己資本比率とその内訳、各リスクのリスク量とその計算手法についての情
報開示が求められています。

【用語解説】
� 国際決済銀行（ＢＩＳ：Ｂａｎｋ ｆｏｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔｓ）とは、各国の中央銀行が出資する国際機関で、スイスのバーゼルに本部があり、Ｇ� � 諸国日
米欧主要� �  ヶ国）の中央銀行総裁会議や年次総会を定期的に開催しています。

� バーゼル銀行監督委員会（Ｂａｓｌｅ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｏｎ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎ）とは、Ｇ� � 諸国の中央銀行総裁会議によって、� � � � （昭和� � 年）年に設立され
ました。通称、バーゼル委員会と呼ばれています。バーゼル銀行監督委員会は、日本、米国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ベルギー、
オランダ、スウェーデン、ルクセンブルク、スペインの銀行監督当局と中央銀行の上席代表により組織されています。

� ＢＩＳ規制とは、銀行、信用金庫等に対し一定水準の自己資本比率の維持を求める国際的統一基準のことです。バーゼル銀行監督委員会により� � � � （昭和� �
年）年� 月に公表され、� � � � （平成� 年）年� � 月末（日本は� � � � 年� 月末）から適用が開始されました。

�������

当金庫の自己資本比率について

【用語解説】
� リスク・アセットとは、リスクを有する資産（貸出金や有価証券等）を、リスクの大きさに応じて掛け目を乗じ、再評価した資産金額です。
�オペレーショナル・リスクとは、金庫の業務上において不適切な処理等で生じる事象により損失を受けるリスクのことをいいます。具体的には、事務事故
やシステム障害、内部不正行為等、損失を被る広範なリスクをオペレーショナル・リスクとして、直近�年間の粗利益の��％の平均値をオペレーショナル・
リスクとしています。それを�％で除した額を自己資本比率算出において、分母にリスク資産として追加しています。

�基本的項目Ｔｉｅｒ�とは、自己資本比率規制の中で使われる概念で、自己資本の中の基本的項目であり、出資金・資本剰余金・利益剰余金等から構成されます。
�補完的項目Ｔｉｅｒ�とは、自己資本比率規制の中で使われる概念で、自己資本の中の補完的項目であり、一般貸倒引当金、土地評価差額金の��％相当額、負
債性資本調達手段等から構成されます。

�当金庫は信用リスクの計測手法として標準的手法、オペレーショナルリスクは基礎的手法を採用しています。
���年�月期のオペレーショナル・リスク相当額を�％で除して得た額については、��年�月期の額を使用しています。

平成��年�月期平成��年�月期項　　目

������出資金

������利益準備金

�,����,���特別積立金

������次期繰越金・その他

�,����,���基本的項目 Ｔｉｅｒ� （Ａ）

����一般貸倒引当金

����補完的項目 Ｔｉｅｒ� （Ｂ）

�,����,���自己資本相当額 〔（Ａ）+（Ｂ）〕（Ｃ）

������
他の金融機関の資本調達手段の
意図的な保有相当額

������控除項目不算入額 （△）

――控除項目計 （Ｄ）

�,����,���自己資本額 〔（Ｃ）-（Ｄ）〕（Ｅ）

��,�����,���資産（オンバランス項目）

������オフ・バランス取引項目

�,����,���
オペレーショナル・リスク相当額を
�%で除して得た額

��,�����,���リスク・アセット等計 （Ｆ）

��.��%��.��%単体Ｔｉｅｒ�比率 （Ａ /Ｆ）

�������%�������%単体自己資本比率 （Ｅ /Ｆ）

平成��年�月末から新ＢＩＳ規制により自己資本比率を算出するルールが変

更され、リスクの計測をより精緻化することが求められました。我が国に

おいて、国内業務だけを行う金融機関の最低所要自己資本は�.�％（国内基

準）であります。当金庫の自己資本比率��.��％は、この基準を大きく上回り、

業界内でも上位に位置し、経営の健全性、安全性を十分保っていると評価し

ています。

当金庫の自己資本比率は�����％、国内基準の�.�％を大きく上回っています。

（単位：百万円）
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